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(57)【要約】
　【課題】　
　２つの発光部を含む光源ユニットを採用した場合や、
経年変化や環境変化などが生じた場合でも、適切に情報
の記録及び／又は再生を行える光ピックアップ装置及び
光源ユニットを提供する。
　【解決手段】
　アクチュエータにより発光部ホルダＨＤを任意の位置
へと駆動できるので、それに搭載された第２の半導体レ
ーザＬＤ２の光束の軸線Ｌ２、又は第３の半導体レーザ
ＬＤ３の光束の軸線Ｌ３を、図１に示す光ピックアップ
装置の集光光学系の光軸に一致させることができ、従っ
て光源の光軸ずれによる影響を回避できる。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源ユニットと、前記光源ユニットからの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光
する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光
光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及
び／又は再生を行うようになっている光ピックアップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部を光軸方向及び／又は光軸と交差する方向
に移動させるアクチュエータとを一体的に組み込んでいることを特徴とする光ピックアッ
プ装置。
【請求項２】
　前記発光部は複数個設けられていることを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ
装置。
【請求項３】
　光源ユニットと、前記光源ユニットからの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光
する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光
光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及
び／又は再生を行うようになっている光ピックアップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束を入射し発散度を変更
して出射するカップリングレンズと、前記カップリングレンズを光軸方向に移動させるア
クチュエータとを一体的に組み込んでいることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは、前
記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づいて、
前記発光部を駆動することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の光ピックアップ
装置。
【請求項５】
　光源ユニットと、前記光源ユニットからの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光
する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光
光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及
び／又は再生を行うようになっている光ピックアップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束の軸線の向きを変更す
る光軸変更素子と、前記光軸変更素子を移動させるアクチュエータとを一体的に組み込ん
でいることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記光軸変更素子はミラーであり、前記アクチュエータは前記ミラーを回転駆動するこ
とを特徴とする請求項５に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記光軸変更素子は回折格子であり、前記アクチュエータは前記回折格子を光軸に交差
する方向に駆動することを特徴とする請求項５に記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは、前
記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づいて、
前記光軸変更素子を駆動することを特徴とする請求項５乃至７のいずれかに記載の光ピッ
クアップ装置。
【請求項９】
　請求項１～８に記載の光ピックアップ装置に用いることを特徴とする光源ユニット。
【請求項１０】
　光源と、前記光源からの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズと
、前記光源と前記対物レンズとの間に配置されたビーム整形素子とを含む集光光学系と、
前記ビーム整形素子を駆動するアクチュエータと、を有し、前記光源から出射された光束
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を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
情報の記録及び／又は再生を行うようになっていることを特徴とする光ピックアップ装置
。
【請求項１１】
　光源と、前記光源からの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを
含む集光光学系と、前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器と、前記光検出器
を駆動するアクチュエータと、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光光学系
を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及び／又
は再生を行うようになっている光ピックアップ装置であって、
　前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づい
て、前記アクチュエータは前記光検出器を、前記光検出器に入射する光束と交差する方向
に駆動することを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１２】
　前記アクチュエータは、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固定され
た駆動部材と、前記駆動部材上に移動可能に保持された可動部材と、前記電気機械変換素
子に電圧を印加する駆動回路とから構成され、前記駆動回路から印加された電圧に応じて
前記電気機械変換素子を伸縮させることで、前記駆動部材と前記可動部材を相対移動させ
るようになっていることを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の光ピックアップ
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ピックアップ装置及び光源ユニットに関し、特に光情報記録媒体に対して
適切に情報の記録及び／又は再生を行える光ピックアップ装置及び光源ユニットに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクに対して情報の記録及び／又は再生を行う光ピックアップ装置においては、
組み立て調整において、精度の高い光学素子の位置合わせが必要になる。例えば、光源か
ら出射される光軸に対して、対物レンズの光軸がずれていると、適切な情報の記録及び／
又は再生を妨げるコマ収差が発生する恐れがある。そこで、光ディスクに結像される集光
スポットのコマ収差を軽減するために、光源から出射される光束の光軸と、対物レンズの
光軸とが許容範囲内に収まるように、組立時に角度調整を行っている。
【０００３】
　ところで、近年、異なる種類の光ディスクに対して互換可能に情報の記録及び／又は再
生を行える光ピックアップ装置において、一つのパッケージに異なる波長の複数光源が内
蔵された光源ユニットが用いられるようになってきた（特許文献１参照）。しかるに、そ
のような光源ユニットを用いる場合には、各光源は、光ピックアップ装置における光軸に
対して互いに垂直方向にずれて設けられることになるため、光ディスクの情報記録面に集
光された各光束におけるコマの状態が異なることになり、従って全ての光束に対して最適
なコマが得られないという問題がある。そこで、特許文献１においては、回折パターンを
形成したコリメータを設け、その回折効果を利用して、光軸が光源からの光束にコマ収差
を与えて、光源から光ディスクに至るまでの集光光学系全体でコマ収差を補正するように
している。
【特許文献１】特開２００１－２３６６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１の構成では、光源とコリメータとの関係を精度良く調整することで
、いずれの光源からの光束もコマ収差を抑えた状態で、光ディスクの情報記録面において
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適切に集光させることができる。しかしながら、回折効果を利用する場合、回折パターン
の形状誤差などからその回折効率を１００％発揮することは困難であり、従って効率低下
分を補うため、より高いパワーを有する光源が必要となり、高コストを招き、省エネにも
反する。
【０００５】
　又、長期間にわたって光ピックアップ装置を使用すると、取り付け状態によっては振動
や衝撃、温湿度などの環境変化変形などによって、光源とコリメータとの位置関係が微妙
にずれて、回折効果により与えられるコマ収差が変動し、集光光学系全体でコマ収差が増
大する恐れもある。又、光源とコリメータとの関係が変わらない場合でも、プリズムやミ
ラーなど集光光学系を構成する他の光学素子との関係がずれて、結果的に情報記録面から
反射した光束が、光検出器の本来入射するべき位置に入射せず、検出エラーなどを招く恐
れもある。これらの対策として、これら光学素子を光学ハウジング内に固定する際、環境
特性に優れ接着剤を用いる、あるいは熱伸縮や力学的衝撃を吸収しやすいような機械的構
造を光ピックアップ装置等に採用するなどが挙げられるが、生産された光ピックアップ装
置に固体間の差があり、全てのケースについて根本的に問題をなくすことは困難である。
【０００６】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、２つの発光部を含む光源ユニッ
トを採用した場合や、経年変化や環境変化などが生じた場合でも、適切に情報の記録及び
／又は再生を行える光ピックアップ装置及び光源ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の光ピックアップ装置は、光源ユニットと、前記光源ユニットからの光
束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、
前記光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録
面に集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっている光ピック
アップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部を光軸方向及び／又は光軸と交差する方向
に移動させるアクチュエータとを一体的に組み込んでいることを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、例えば、所定の距離だけ離れた複数の発光部を有する光源ユニット（
例えば２レーザ１パッケージなど）を用いる場合に、記録又は再生に用いられる光源の切
り替えに伴い、光ピックアップ装置の集光光学系の光軸に対して、前記発光部の光束の軸
線（光軸ともいう）がずれることになるが、かかる光軸ずれ（発光部からの光束の光軸と
集光光学系の光軸とのずれ）を発生させない位置へと、前記アクチュエータを用いて前記
発光部を移動させ、それによりいずれの前記発光部から出射された光束が、光情報記録媒
体の情報記録面に結像スポットを生じさせるときにも、アスやコマ収差を効果的に抑制す
ることができる。又、例えば、１つの光情報記録媒体に複数の情報記録面（層）が設けら
れているような場合に、記録又は再生に用いる情報記録面の切り替えに伴い、異なる厚さ
の保護層を透過して情報記録面に対して適切な集光スポットを形成する必要があるが、そ
のような場合に、適切な位置へと前記アクチュエータを用いて前記発光部を光軸方向に移
動させ、それにより前記発光部から出射された光束が、光情報記録媒体のいずれの情報記
録面に結像スポットを生じさせるときにも、球面収差等を効果的に抑制することができる
。更に、１つの情報記録面（層）が設けられている光情報記録媒体においても、位置に応
じて保護層の厚さが異なる、いわゆる厚さムラが生じていることがあるが、そのような光
情報記録媒体において異なる厚さの保護層を透過して情報記録面に対して適切な集光スポ
ットを形成する必要がある。これに対し、本発明によれば、適切な位置へと前記アクチュ
エータを用いて前記発光部を光軸方向に移動させ、それにより前記発光部から出射された
光束が、光情報記録媒体のいずれの情報記録面に結像スポットを生じさせるときにも、球
面収差等を効果的に抑制することができる。
【０００９】
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　請求項２に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記発光部
は複数個設けられていることを特徴とする。複数個とは、２個に限らず、３又は４以上で
あって良い。
【００１０】
　請求項３に記載の光ピックアップ装置は、光源ユニットと、前記光源ユニットからの光
束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、
前記光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録
面に集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっている光ピック
アップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束を入射し発散度を変更
して出射するカップリングレンズと、前記カップリングレンズを光軸方向に移動させるア
クチュエータとを一体的に組み込んでいることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、例えば、１つの光情報記録媒体に複数の情報記録面（層）が設けられ
ているような場合に、記録又は再生に用いる情報記録面の切り替えに伴い、異なる厚さの
保護層を透過して情報記録面に対して適切な集光スポットを形成する必要があるが、その
ような場合に、適切な位置へと前記アクチュエータを用いて前記カップリングレンズ（例
えばコリメータ）を光軸方向に移動させ、それにより前記発光部から出射された光束が、
光情報記録媒体のいずれの情報記録面に結像スポットを生じさせるときにも、球面収差等
を効果的に抑制することができる。更に、１つの情報記録面（層）が設けられている光情
報記録媒体においても、位置に応じて保護層の厚さが異なる、いわゆる厚さムラが生じて
いることがあるが、そのような光情報記録媒体において異なる厚さの保護層を透過して情
報記録面に対して適切な集光スポットを形成する必要がある。これに対し、本発明によれ
ば、適切な位置へと前記アクチュエータを用いて前記カップリングレンズを光軸方向に移
動させ、それにより前記発光部から出射された光束が、光情報記録媒体のいずれの情報記
録面に結像スポットを生じさせるときにも、球面収差等を効果的に抑制することができる
。
【００１２】
　請求項４に記載の光ピックアップ装置は、請求項１～３のいずれかに記載の発明におい
て、前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは、
前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づいて
、前記発光部を駆動することを特徴とするので、組立作業者やユーザーの手を煩わせるこ
となく、フィードバック制御によって自動的に、前記アクチュエータを制御して前記発光
部を適切な位置へと移動させることができる。又、経年変化や環境変化によって、前記発
光部と前記カップリングレンズとの位置間隔が不適切になったり、前記発光部と前記集光
光学系との光軸ずれが発生した場合でも、前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光
検出器から出力される情報信号に基づいて、前記アクチュエータを用いて前記発光部を移
動させ、それにより適切な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。尚、「適切な
位置への移動」とは、例えば以下の移動をいう。
（ａ）発光部とカップリングレンズとの間隔が不適切になると球面収差を発生させること
になる。球面収差は、光検出器から得られる情報信号の品質を劣化させるので、情報信号
の品質を向上させる方向にアクチュエータを介して発光部の位置を光軸方向に移動させる
。情報信号の品質を向上させる方法としては、（１）記録された「情報信号の振幅」を増
大させること、（２）同信号のジッターを減少させることなどが挙げられる。これらは、
光検出器を介して得られる情報信号を適切に処理することで検出することができる。尚、
球面収差の補正手法としては、以上述べた（１）、（２）以外にも、特開平１０－２１４
４３６号公報、特開２００４－１４０３９号公報、国際公開ＷＯ０２／２１５２０号公報
に記載された技術を用いて球面収差の検出を行い、かかる結果に基づいて発光部の位置を
光軸方向に移動させても良い。
（ｂ）或いは、図７の実施の形態に関連して後述するように、光検出器に対する光情報記
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録媒体の情報記録面からの反射光束の位置関係を、適切になるようにアクチュエータを介
して発光部の位置を移動させる。
【００１３】
　なお、本明細書でいうカップリングレンズとは、発光部から出射した光束の発散角を光
軸を中心に軸対称的に抑制した光束として出射させる機能を有する光学素子のことで、発
光部からの出射光束を平行光束に変換するためのレンズであるコリメータを含む。また、
ガラスやプラスチックのレンズ以外に、たとえば回折格子でできたレンズであってもよい
。
【００１４】
　請求項５に記載の光ピックアップ装置は、光源ユニットと、前記光源ユニットからの光
束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、
前記光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録
面に集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっている光ピック
アップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束の軸線の向きを変更す
る光軸変更素子と、前記光軸変更素子を移動させるアクチュエータとを一体的に組み込ん
でいることを特徴とする。
【００１５】
　請求項１に記載の発明においては、アクチュエータによって発光部自体を移動させてい
る。しかしながら、発光部には電力供給用の配線が接続されており、信頼性等に鑑みて、
必ずしも光源を移動させることが適切でない場合もある。そこで、請求項４に記載の本発
明の場合は、前記光源ユニットに、プリズムやミラー、回折格子など光束の向きを変更し
た光軸変更素子を組み込んで、向きが変わった光束を前記光源ユニットから出射するよう
にしている。従って、本発明によれば、前記光源ユニットから出射される光束において、
光軸ずれが生じる場合、それが発生しない位置へと、あらかじめ前記アクチュエータを用
いて前記光軸変更素子を所定量だけ移動させることで、いずれの前記発光部から出射され
た光束が、光情報記録媒体の情報記録面に結像スポットを生じさせるときにも、アスやコ
マ収差を効果的に抑制することができる。
【００１６】
　尚、アクチュエータによって光軸方向に駆動されるコリメータやカップリングレンズを
光源ユニットに組み込んで、光軸方向に移動させることでもでき、それにより例えばＤＶ
ＤやＣＤなど保護層厚の差に起因して生じる球面収差、複数の発光部を用いた場合におけ
る発光切り替え時に生じる波長変動や、発光部の温度変化や出射パワー変化により生ずる
波長変動に起因した球面収差を、適切に補正することもできる。
【００１７】
　請求項６に記載の光ピックアップ装置は、請求項５に記載の発明において、前記光軸変
更素子はミラーであり、前記アクチュエータは前記ミラーを回転駆動することを特徴とす
る。
【００１８】
　請求項７に記載の光ピックアップ装置は、請求項５に記載の発明において、前記光軸変
更素子は回折格子であり、前記アクチュエータは前記回折格子を光軸に交差する方向に駆
動することを特徴とする。このような回折素子としては、例えば特開２００３－３２９９
６９に記載されているものを用いることができる。
【００１９】
　請求項８に記載の光ピックアップ装置は、請求項５乃至７のいずれかに記載の発明にお
いて、前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは
、前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づい
て、前記光軸変更素子を駆動することを特徴とするので、組立作業者やユーザーの手を煩
わせることなく、フィードバック制御によって自動的に、前記アクチュエータを制御して
前記発光部を適切な位置へと移動させることができる。又、経年変化や環境変化によって
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、前記発光部と前記集光光学系との光軸ずれが発生した場合でも、前記光検出器からの信
号に基づいて前記アクチュエータを用いて前記発光部を移動させ、それにより適切な情報
の記録及び／又は再生を行うことができる。
【００２０】
　請求項９に記載の光源ユニットは、請求項１～８のいずれかに記載の光ピックアップ装
置に用いられることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１０に記載の光ピックアップ装置は、光源と、前記光源からの光束を光情報記録
媒体の情報記録面上に集光する対物レンズと、前記光源と前記対物レンズとの間に配置さ
れたビーム整形素子とを含む集光光学系と、前記ビーム整形素子を駆動するアクチュエー
タと、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録
媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっ
ていることを特徴とする。
【００２２】
　前記光源の発光特性によっては、そこから出射した発散光束が、光軸直交方向の断面に
おいて楕円状の光強度分布を有することがあるが、このような光束は、適切な情報の記録
及び／又は再生の妨げとなりうる。これに対し、かかる光強度分布を円形状に近づけるた
めのビーム整形素子を、光源と対物レンズとの間に配置する場合があるが、その光軸が光
源の光軸とずれていると、光強度分布が円形状に修正されない恐れがあるため、その精度
の良い位置決めが必要になる。そこで、本発明によれば、光軸ずれが発生しない位置へと
、前記アクチュエータを用いて前記ビーム整形素子を移動させ、それにより適切な情報の
記録及び／又は再生を行えるようにしている。
【００２３】
　請求項１１に記載の光ピックアップ装置は、光源と、前記光源からの光束を光情報記録
媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを含む集光光学系と、前記情報記録面からの反
射光束を受光する光検出器と、前記光検出器を駆動するアクチュエータと、を有し、前記
光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に
集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっている光ピックアッ
プ装置であって、前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情
報信号に基づいて、前記アクチュエータは前記光検出器を、前記光検出器に入射する光束
と交差する方向に駆動することを特徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、経年変化や環境変化等によって、前記光検出器と、それへの入射光束
との位置関係にズレが発生した場合でも、かかるズレをなくす方向に前記アクチュエータ
を用いて前記光検出器を移動させ、それにより適切な情報の記録及び／又は再生を行うこ
とができる。
【００２５】
　請求項１２に記載の光ピックアップ装置は、請求項１～１１のいずれかに記載の発明に
おいて、前記アクチュエータは、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固
定された駆動部材と、前記駆動部材上に移動可能に保持された可動部材と、前記電気機械
変換素子に電圧を印加する駆動回路とから構成され、前記駆動回路から印加された電圧に
応じて前記電気機械変換素子を伸縮させることで、前記駆動部材と前記可動部材を相対移
動させるようになっていることを特徴とする。
【００２６】
　上述したような用途に用いるアクチュエータには、極めてコンパクトで且つ高い応答性
が要求される。ところが、従来から用いられているボイスコイルモータは、一般的に電力
消費が大きいという問題があり、光源ユニット等に組み込むサイズにすることが困難であ
る。一方、ステッピングモータは、一般的にはボイスコイルモータより大型であり、又、
高い応答性を備えようとすると分解能が低下するという問題がある。本発明のアクチュエ
ータは、上述した構成によって、要求される特性を満足している。
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【００２７】
　より具体的には、前記アクチュエータにおいて、前記駆動回路より前記電気機械変換素
子に対して例えば鋸歯状の波形をしたパルスなどの駆動電圧をごく短時間印加することで
、前記電気機械変換素子を微少に伸長または収縮するように変形させることができるが、
そのパルスの形状により伸長又は収縮の速度を変えることができる。ここで、前記電気機
械変換素子を伸長または収縮方向へ速い速度で変形したとき、前記可動部材は、その質量
の慣性により、前記駆動部材の動作に追随せず、そのままの位置に留まる。一方、前記電
気機械変換素子がそれよりも遅い速度で反対方向へと変形したとき、前記可動部材は、そ
の間に作用する摩擦力で駆動部材の動作に追随して移動する。したがって、前記電気機械
変換素子が伸縮を繰り返すことにより、前記可動部材は一方向へ連続して移動することが
できる。即ち、高い応答性を有する本発明のアクチュエータを用いることで、前記可動部
材に連結した可動要素を大きな移動量で移動させることもでき、或いは小さな移動量で移
動させることもできる。かかる構成であるので、前記アクチュエータの構成は、簡素で小
型化が可能で、更に低コストである。
【００２８】
　尚、以上の本発明においては、発光部と、カップリングレンズと、光軸変更素子のいず
れかを、アクチュエータにより光軸方向もしくは光軸直交方向に移動させる光源ユニット
を用いているが、これらの２つもしくは全部をアクチュエータを用いて移動させる構成も
可能である。即ち、種類の異なる光情報記録媒体に交換したときに、（ａ）異なる光源波
長への対応、及び（ｂ）異なる保護層の厚さへの対応の２点が必要となるが、（ａ）につ
いては、複数の発光部を有する光源ユニットの場合、発光部もしくは光軸変更素子の移動
による光軸合わせが必要になり、（ｂ）については、対物レンズを共通に使用する場合に
は、発光部もしくはカップリングレンズの移動による球面収差補正が必要になる。
【００２９】
　より具体的には、光ピックアップ装置において、使用する光源波長４０５ｎｍ、保護層
厚０．１ｍｍの光情報記録媒体（例えばＢＤ）を、使用する光源波長６５５ｎｍ、保護層
厚０．６ｍｍの光情報記録媒体（例えばＤＶＤ）に交換して情報の記録及び／又は再生を
行おうとする場合、以下の対応があげられる。
（１）ＤＶＤ用の光束が集光光学系の光軸に合うように発光部を光軸直交方向に移動させ
ると共に、球面収差補正のために光軸方向に移動させる。
（２）ＤＶＤ用の光束が集光光学系の光軸に合うように発光部を光軸直交方向に移動させ
、且つカップリングレンズを球面収差補正のために光軸方向に移動させる。
（３）ＤＶＤ用の光束が集光光学系の光軸に合致するように光軸変更素子を移動させ、且
つ発光部もしくはカップリングレンズを球面収差補正のために光軸方向に移動させる。
以上の構成は、本発明の範囲に含まれる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、２つの発光部を含む光源ユニットを採用した場合や、経年変化や環境
変化などが生じた場合でも、適切に情報の記録及び／又は再生を行える光ピックアップ装
置及び光源ユニットを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は、保護層の厚さが異なる
光情報記録媒体（光ディスクともいう）であるＢＤ又はＨＤ　ＤＶＤ、ＤＶＤ及びＣＤ  
対して適切に情報の記録／再生を行える本実施の形態の光ピックアップ装置の構成を概略
的に示す上面図である。図２は、本実施の形態を矢印II方向から見た側面図である。本実
施の形態においては、集光光学系として対物レンズＯＢＪ及びコリメータ光学系ＣＯＬを
含む。又、本実施の形態では、第２半導体レーザＬＤ２と第３半導体レーザＬＤ３とを、
同一のパッケージに収容した光源ユニットを使用している。かかる光源ユニットに関して
は、図３を参照して後述する。
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【００３２】
　第１の光ディスクＯＤ１（例えばＢＤ又はＨＤ　ＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又
は再生を行う場合、図１の光ピックアップ装置において、光源波長３８０～４５０ｎｍの
半導体レーザＬＤ１から出射された光束は、ビーム整形素子ＢＳで光束形状を整形され、
更に第１回折素子Ｄ１を通過することで、記録再生用のメインビームとトラッキングエラ
ー信号検出用のサブビームに分離された後、ダイクロイックビームスプリッタＤＢＳで反
射され、偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射されて、コリメータ光学系ＣＯＬを通過した
後、立ち上げミラーＭに入射する。
【００３３】
　図２において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪ（本実施の形態では２枚の素子からなるが１枚で
も良い）に入射して、ここから光ディスクＯＤ１の情報記録面Ｒ１（保護層の厚さ０．１
ｍｍ又は０．６ｍｍ）に集光される。
【００３４】
　情報記録面Ｒ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、コリメータ光学系ＣＯＬ
を通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光検
出器ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光
ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００３５】
　また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第１半導体レー
ザＬＤ１からの光束を光ディスクＯＤ１の情報記録面Ｒ１上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００３６】
　第２の光ディスクＯＤ２（例えばＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場
合、図１の光ピックアップ装置において、光源波長６００～７００ｎｍの半導体レーザＬ
Ｄ２から出射された光束は、光源ユニットＬＤＵから外部へと出た後、第２回折素子Ｄ２
を通過することで、記録再生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブビ
ームに分離され、カップリングレンズＣＰＬで発散角を調整され、１／２波長板ＨＷＰ、
ダイクロイックビームスプリッタＤＢＳを通過し、偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射さ
れて、コリメータ光学系ＣＯＬを通過して平行光束に変換された後、立ち上げミラーＭに
入射する。
【００３７】
　図２において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪ（本実施の形態では２枚の素子からなるが１枚で
も良い）に入射して、ここから光ディスクＯＤ２の情報記録面Ｒ２（保護層の厚さ０．６
ｍｍ）に集光される。
【００３８】
　情報記録面Ｒ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、コリメータ光学系ＣＯＬ
を通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光検
出器ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光
ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００３９】
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　また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第２半導体レー
ザＬＤ２からの光束を光ディスクＯＤ２の情報記録面Ｒ２上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００４０】
　第３の光ディスクＯＤ３（例えばＣＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合
、図１の光ピックアップ装置において、光源波長７００～８００ｎｍの半導体レーザＬＤ
３から出射された光束は、光源ユニットＬＤＵから外部へと出た後、第２回折素子Ｄ２を
通過することで、記録再生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブビー
ムに分離され、カップリングレンズＣＰＬで発散角を調整され、１／２波長板ＨＷＰ、ダ
イクロイックビームスプリッタＤＢＳを通過し、偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射され
て、コリメータ光学系ＣＯＬを通過して平行光束に変換された後、立ち上げミラーＭに入
射する。
【００４１】
　図２において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪ（本実施の形態では２枚の素子からなるが１枚で
も良い）に入射して、ここから光ディスクＯＤ３の情報記録面Ｒ３（保護層の厚さ１．２
ｍｍ）に集光される。
【００４２】
　情報記録面Ｒ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、コリメータ光学系ＣＯＬ
を通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光検
出器ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光
ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００４３】
　また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第３半導体レー
ザＬＤ３からの光束を光ディスクＯＤ３の情報記録面Ｒ３上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００４４】
　図３は、複数の発光部と、アクチュエータとを一体的に収納した光源ユニットＬＤＵの
斜視図である。図３において、ケースＣに上面を覆われるベースＢを、ＬＤ電極Ｅが貫通
している。ベースＢには、一対の支持部Ｗ１，Ｗ２が植設されている。支持部Ｗ１，Ｗ２
に両端を支持されたガイド軸ＧＳが、発光部ホルダＨＤを水平方向に貫通しており、発光
部ホルダＨＤはガイド軸ＧＳに沿って移動可能に保持されている。
【００４５】
　発光部ホルダＨＤは、発光部である第２の半導体レーザＬＤ２と、別の発光部である第
３の半導体レーザＬＤ３とを表面に取り付けており、また裏面に連結部ＨＤｂを有してい
る。各々垂直方向に光束を照射する半導体レーザＬＤ２、ＬＤ３と、ＬＤ電極Ｅとの間に
は、電力供給用のハーネスＨが設けられている。
【００４６】
　連結部ＨＤｂは板状であって、上面に板ばねＳＧを取り付けている。連結部ＨＤｂと板
ばねＳＧとの間には、駆動部材である駆動軸ＤＳが配置され、板ばねＳＧの付勢力で適度
に押圧されている。駆動軸ＤＳの一端は自由端となっており、他端は、ベースＢ上に設置
された電気機械変換素子である圧電アクチュエータＰＺに連結されている。ベースＢ上に
は、連結部ＨＤｂの移動量を磁気的に（又は光学的に）検出する不図示のエンコーダ（例
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えばガイド軸ＧＳに磁気情報を配置し、発光部ホルダＨＤに読み取りヘッドなどを設ける
ことができる）から信号を受けて、圧電アクチュエータＰＺを駆動制御するために電圧を
印加する駆動回路ＤＣが配置されている。圧電アクチュエータＰＺと、駆動軸ＤＳと、連
結部ＨＤｂと、板ばねＳＧと、駆動回路ＤＣとでアクチュエータを構成する。尚、駆動回
路ＤＣは、ベースＢとは別に配置して、配線により連結しても良い。
【００４７】
　圧電アクチュエータＰＺは、ＰＺＴ(ジルコン・チタン酸鉛)などで形成された圧電セラ
ミックスを積層してなる。圧電セラミックスは、その結晶格子内の正電荷の重心と負電荷
の重心とが一致しておらず、それ自体分極していて、その分極方向に電圧を印加すると伸
びる性質を有している。しかし、圧電セラミックスのこの方向への歪みは微小であり、こ
の歪み量により被駆動部材を駆動することは困難であるため、図４に示すように、複数の
圧電セラミックスＰＥを積み重ねてその間に電極Ｃを並列接続した構造の積層型圧電アク
チュエータＰＺが実用可能なものとして提供されている。本実施の形態では、この積層型
圧電アクチュエータＰＺを駆動源として用いている。
【００４８】
　次に、この光源ユニットＬＤＵによる発光部ホルダＨＤの駆動方法については、例えば
特開２０００－２０８８２５に開示されている技術を用いることができる。かかる駆動方
法について、以下に説明する。一般に、積層型圧電アクチュエータＰＺは、電圧印加時の
変位量は小さいが、発生力は大でその応答性も鋭い。したがって、図５（ａ）に示すよう
に立ち上がりが鋭く立ち下がりがゆっくりとした略鋸歯状波形のパルス電圧を印加すると
、圧電アクチュエータＰＺは、パルスの立ち上がり時に急激に伸び、立ち下がり時にそれ
よりもゆっくりと縮む。したがって、圧電アクチュエータＰＺの伸長時には、その衝撃力
で駆動軸ＤＳが図３の左側（支持部Ｗ１側）へ押し出されるが、発光部ホルダＨＤの連結
部ＨＤｂと板ばねＳＧは、その慣性により、駆動軸ＤＳと一緒には移動せず、駆動軸ＤＳ
との間で滑りを生じてその位置に留まる（わずかに移動する場合もある）。一方、パルス
の立ち下がり時には立ち上がり時に比較して駆動軸ＤＳがゆっくりと戻るので、連結部Ｈ
Ｄｂと板ばねＳＧが駆動軸ＤＳに対して滑らずに、駆動軸ＤＳと一体的に図３の右側（支
持部Ｗ２側）へ移動する。即ち、周波数が数百から数万ヘルツに設定されたパルスを印加
することにより、レンズホルダＨＤ２を所望の速度で連続的に移動させることができる。
尚、以上より明らかであるが、図５（ｂ）に示すように電圧の立ち上がりがゆっくりで、
立ち下がりが鋭いパルスを印加すれば、発光部ホルダＨＤを逆の方向へ移動させることが
できる。尚、別の駆動方法として、例えば特開２００２－２１８７７２に開示されている
技術を用いることもできる
【００４９】
　このように鋸歯状の波形をしたパルスの生成は、駆動回路ＤＣのマイクロコンピュータ
から出力する信号をＤ／Ａコンバータでアナログ信号に変換し、これをアンプで増幅する
ことによって実現できる。波形形状を表す信号は、光検出器ＰＤからの信号に応じて、不
図示のメモリに予め記憶されていると好ましいが、例えば駆動軸ＤＳを駆動しながら最適
な集光スポットを得るというようなフィードバック制御も可能である。記憶されるデータ
としては、例えば図５に示す最大電圧Ｖｍａｘ、電圧のホールド時間ｔ１，ｔ２、立ち上
がりと立ち下がりの段数、そのときの１ステップのホールド時間Δｔなどがある。なお、
図５では、電圧が比較的ゆっくりと変化する部分を直線で示しているが、厳密には、マイ
クロコンピュータから階段状の信号を出力することで、この波形のパルスを得ている。
【００５０】
　本実施の形態の光源ユニットによれば、アクチュエータにより発光部ホルダＨＤを任意
の位置へと駆動できるので、それに搭載された第２の半導体レーザＬＤ２の光束の軸線Ｌ
２、又は第３の半導体レーザＬＤ３の光束の軸線Ｌ３を、図１に示す光ピックアップ装置
の集光光学系の光軸に一致させることができ、従って光源の光軸ずれによる影響を回避で
きる。又、例えば保護層の厚さが異なる情報記録層を複数有するＤＶＤ（又はＣＤ）に対
して情報の記録及び／又は再生を行う際に、使用する情報記録層に応じて、第２の半導体
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レーザＬＤ２（又は第３の半導体レーザＬＤ３）を光軸方向に移動させることによって、
情報の記録及び／又は再生時に球面収差を補正することができる。
【００５１】
　以上より明らかであるが、第１の半導体レーザを、かかる光源ユニットＬＤＵに組み込
むこともでき、又、３つ以上の半導体レーザを発光部ホルダに直線上に配置することで、
使用時において、いずれの半導体レーザも集光光学系の光軸に一致させる構成も可能であ
る。更に、半導体レーザの発光部をマトリクス状に配置し、２つのアクチュエータを用い
て、いずれかの半導体レーザの発光部からの光束の軸線を、集光光学系の軸線と一致させ
るようにしても良い。又、光源ユニットＬＤＵはアクチュエータを内蔵しているので、光
ピックアップ装置への取り付けや調整が非常に容易になる。
【００５２】
　図６は、本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。図６に
おいては、光源ユニットＬＤＵ内において、２つの半導体レーザＬＤ１，ＬＤ２が、出射
する光束の軸線Ｌ１，Ｌ２を互いに傾けて配置されている。又、同じ光源ユニットＬＤＵ
内には、点Ｐを中心として回動可能な小ミラーＳＭと、小ミラーＳＭに回動力を与えるア
クチュエータＡＣが配置されている。アクチュエータＡＣに関しては、図３に示す構成と
同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。
【００５３】
　図６に示す状態では、半導体レーザＬＤ１から出射された光束は、光軸変更素子として
の小ミラーＭに反射されて、光源ユニットＬＤＵの外部へと出射されるようになっている
が、このとき、光束の軸線Ｌ１は、集光光学系として示す対物レンズＯＢＪの軸線と一致
している。しかしながら、半導体レーザＬＤ２から出射された光束の軸線Ｌ２は、対物レ
ンズＯＢＪの軸線と一致していない。そこで、半導体レーザＬＤ２から出射された光束を
用いて情報の記録及び／又は再生を行う場合、アクチュエータＡＣを駆動して、小ミラー
ＳＭを回動させることで、半導体レーザＬＤ２の光束の軸線Ｌ２が、対物レンズＯＢＪの
軸線と一致するようにすることができる。再度、半導体レーザＬＤ１から出射された光束
を用いて情報の記録及び／又は再生を行う場合、アクチュエータＡＣにより小ミラーＳＭ
を図６に示す位置へと戻せばよい。
【００５４】
　図７は、光源ユニットの別な変形例を示す概略構成図である。本変形例は、光源ユニッ
トＬＤＵ内において、単一の半導体レーザＬＤと、アクチュエータＡＣにより回転駆動可
能な小ミラーＳＭとを組み合わせたものである。アクチュエータＡＣに関しては、図３に
示す構成と同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。本変形例によれば、半導
体レーザＬＤから出射される光束は、光軸変更素子としての小ミラーＳＭで反射されて、
光源ユニットＬＤＵから出射されるが、アクチュエータＡＣにより、小ミラーＳＭを保持
するホルダＭＤごと、微少に回転駆動することによって、光検出器ＰＤが受光する光束の
位置が変わるため、光検出器ＰＤより最も適切な情報信号が出力されるように、小ミラー
ＳＭの位置を移動させることができる。尚、小ミラーＳＭは、直交する２つの回転軸を有
し、２つのアクチュエータにより、それぞれ独立して回動可能となっていることが好まし
い。
【００５５】
　ここで、情報記録面からの反射光束を受光面で受光したことに応じて光検出器ＰＤから
出力される情報信号を用いて、光検出器ＰＤに受光される光束が最適な位置にあるか否か
を検出する方法について述べる。図８（ａ）～（ｄ）は、光検出器の受光面ＲＰに対する
入射光束Ｌの相対位置を示す図である。図８（ｅ）～（ｉ）は、それに対応して光検出器
から出力される情報信号を処理して得られる波形を示す図である。
【００５６】
　ここでは、受光面ＲＰを上下左右（２×２）に４分割し、図８において縦（ｙ）方向が
光ディスクのトラック溝方向に一致し、横（ｘ）方向が光ディスクのトラック半径方向に
一致した光検出器を用い、各領域Ａ～Ｄからの信号を処理する。より具体的には、光ディ
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スクに対してフォーカスサーボが入った状態のフォーカスエラー（ＦＥ）信号及びトラッ
クエラー（ＴＥ）信号を観察する。例として、フォーカスサーボは非点収差法が用いられ
、ＦＥ信号は、（領域Ａの光電変換信号＋領域Ｃの光電変換信号）－（領域Ｂの光電変換
信号＋領域Ｄの光電変換信号）によって得られるものである。光源から光検出器に至るま
での光路内に配置された光学素子のいずれかにおいて、何らかの理由で位置ズレが生じ、
結果として受光面ＲＰに集光された光束が、受光面ＲＰの基準位置に対して上下（領域Ａ
，Ｄの方向又はＢ、Ｃの方向）いずれかにずれる（図８（ｃ）参照）と、図８（ｇ）に示
すように、光ディスクに対する集光ビームがトラック溝を横切る際に発生するクロストラ
ック信号がＦＥ信号に大きく回り込むこととなり、フォーカスサーボ動作が不安定な状態
となる。但し、この場合、対物レンズの光ディスクに対するフォーカスサーボ動作は維持
されていることから、光源から光検出器に至るまでの光路内に配置されたいずれかの光学
素子の位置ズレ量は比較的小さく、受光面ＲＰに集光された光束が受光面ＲＰの基準位置
にほぼ一致するよう適切に光学素子を調整することで、正常なフォーカスサーボ動作を得
ることができる。そこで、小ミラーＳＭを適宜回転させることで、最適位置を探索する。
集光された光束の中心が、受光面ＲＰの基準位置と一致すると、図８（ｈ）に示すように
振幅が小さいＦＥ信号波形が得られることとなるので、上下方向の位置が基準位置に合致
したことがわかる。
【００５７】
　一方、例としてトラックサーボはプシュブル法が用いられ、ＴＥ信号は、（領域Ａの光
電変換信号＋領域Ｂの光電変換信号）－（領域Ｃの光電変換信号＋領域Ｄの光電変換信号
）によって得られるものである。光源から光検出器に至るまでの光路内に配置された光学
素子のいずれかにおいて、何らかの理由で位置ズレが生じ、結果として受光面ＲＰに集光
された光束が、受光面ＲＰの基準位置に対して左右（領域Ａ，Ｃの方向又はＢ、Ｄの方向
）いずれかにずれる（図８（ａ）又は図８（ｂ）参照）と、図８（ｅ）に示すように、波
形中心が＋側にオフセットしたＴＥ信号波形が得られるか、図８（ｆ）に示すように、波
形中心が－側にオフセットしたＴＥ信号波形が得られるが、それによりトラックサーボ動
作が不安定となるか、或いは光ディスクに集光したスポットがトラックの中心に位置しな
くなるなどの弊害が発生する。但し、この場合、対物レンズの光ディスクに対するフォー
カスサーボ動作は維持されていることから、光源から光検出器に至るまでの光路内に配置
されたいずれかの光学素子の位置ズレ量は比較的小さく、受光面ＲＰに集光された光束が
受光面ＲＰの基準位置にほぼ一致するよう適切に光学素子を調整することで、正常なフォ
ーカスサーボ動作を得ることができる。そこで、小ミラーＳＭを適宜回転させることで、
最適位置を探索する。集光された光束の中心が、受光面ＲＰの基準位置と一致すると、図
８（ｉ）に示すように波形の中心がほぼ０であるＴＥ信号波形が得られることとなるので
、左右方向の位置が基準位置に合致したことがわかる。
【００５８】
　図９（ａ）は、光源ユニットの別な変形例を示す概略構成である。本変形例は、光源ユ
ニットＬＤＵ内において、単一の半導体レーザＬＤと、アクチュエータＡＣにより光軸方
向に駆動可能なカップリングレンズＣＵＬとを組み合わせたものである。アクチュエータ
ＡＣに関しては、図３に示す構成と同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。
例えば、光ディスクの保護層厚の差に起因して発生する球面収差は、光束の発散角（又は
収束角）を変更することによって補正できる。そこで、本変形例によれば、球面収差を許
容範囲内に抑えるように、カップリングレンズＣＵＬを保持したレンズホルダＨＤごと、
アクチュエータＡＣにより光軸方向へ駆動するようになっている。本実施の形態にかかる
アクチュエータＡＣは応答性が高いので、同一の光ディスクに設けられた複数層の情報記
録面にランダムアクセスするような場合にも、十分対応できる。
【００５９】
　図９（ｂ）は、光源ユニットの別な変形例を示す概略構成である。本変形例は、光源ユ
ニットＬＤＵ内において、アクチュエータＡＣにより光軸方向に駆動可能な単一の半導体
レーザＬＤと、カップリングレンズＣＵＬとを組み合わせたものである。アクチュエータ
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ＡＣに関しては、図３に示す構成と同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。
例えば、光ディスクの保護層厚の差に起因して発生する球面収差は、光束の発散角（又は
収束角）を変更することによって補正できる。そこで、本変形例によれば、球面収差を許
容範囲内に抑えるように、半導体レーザＬＤを保持した光源ホルダＨＤごと、アクチュエ
ータＡＣにより光軸方向へ駆動するようになっている。本実施の形態にかかるアクチュエ
ータＡＣは応答性が高いので、同一の光ディスクに設けられた複数層の情報記録面にラン
ダムアクセスするような場合にも、十分対応できる。尚、カップリングレンズとしてコリ
メータを用いても良いことは勿論である。
【００６０】
　図１０は、光源ユニットの別な変形例を示す概略構成図である。本変形例は、光源ユニ
ットＬＤＵ内において、単一の半導体レーザＬＤと、アクチュエータＡＣにより光軸直交
方向に駆動可能な回折格子ＳＤとを組み合わせたものである。アクチュエータＡＣに関し
ては、図３に示す構成と同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。本変形例に
よれば、半導体レーザＬＤから出射される光束は、光軸変更素子としての回折格子ＳＤを
通過して、光源ユニットＬＤＵから出射される。ここで、回折格子ＳＤの位置が基準位置
である場合、通過光束は、回折格子ＳＤを直進する（図１０に示すＡ方向）が、回折格子
ＳＤが基準位置から光軸直交方向にずれると、通過光束は、Ｂ方向又はＣ方向へと曲がる
（光束の軸線の出射角度が変わる）こととなる。これを利用して、アクチュエータＡＣに
より、回折格子ＳＤを保持するホルダＤＤごと、微少に光軸直交方向に駆動することによ
って、光検出器（不図示）より最も適切な情報信号が出力されるようにすることができる
。尚、回折格子ＳＤとしては、特開２００３－３２９９６９に記載された実施例を用いる
ことができる。
【００６１】
　図１１は、光源ユニットの別な変形例を示す概略構成図である。本変形例は、光源ユニ
ットＬＤＵ内において、単一の半導体レーザＬＤと、アクチュエータＡＣにより光軸直交
方向に駆動可能なビーム整形素子ＢＳとを組み合わせたものである。アクチュエータＡＣ
に関しては、図３に示す構成と同様であるため一部構成の図示及び説明を省略する。例え
ば、半導体レーザＬＤから出射される光束の断面形状が楕円である場合、これを円形に近
づけるように整形するために、ビーム整形素子ＢＳを用いるが、入射光束の軸線と、ビー
ム整形素子ＢＳの光軸とが一致しないと、特に非点収差の発生を招く。そこで、本変形例
によれば、アクチュエータＡＣにより、ビーム整形素子ＢＳを保持するホルダＢＳＤごと
、微少に光軸直交方向に駆動することによって、非点収差などの収差を抑えることができ
る。尚、図示していないが、半導体レーザＬＤと、ビーム整形素子ＢＳとの光軸方向間隔
が不適切であると非点収差が発生することに鑑みて、半導体レーザＬＤに対してビーム整
形素子ＢＳを光軸方向に駆動する別な駆動機構を、上記アクチュエータＡＣを用いて構成
することもできる。ビーム整形素子ＢＳに関しては、例えば特開２００１－１６７４６６
、特開２００３－１７８４８０等に開示されているものを用いることができる、
【００６２】
　図１２は、第２の実施の形態にかかる光検出器の駆動装置を示す概略斜視図である。本
実施の形態においては、光検出器ＰＤが、２つのアクチュエータＡＣ１，ＡＣ２によって
、ベースＢに対して２次元的に移動可能となっている。アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２に
関しては、図３に示すアクチュエータＡＣと同様であるため説明を省略する。アクチュエ
ータＡＣ２は、ベースＢに対してステージＹを光軸直交方向（図で上方）に移動させ、ア
クチュエータＡＣ１は、ステージＹに対して、光検出器ＰＤが取り付けられたステージＸ
を光軸直交方向（図で水平）に移動させるようになっている。４分割された受光面を有す
る光検出器ＰＤの場合、図８に関連して上述したように、ＦＥ信号とＴＥ信号とを用いて
、光検出器ＰＤを光束Ｌの軸線と合わせ込むようにして、アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２
を駆動制御することができる。
【００６３】
　尚、光検出器ＰＤは、光ピックアップ装置のハウジング（不図示）の外周面に取り付け
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ることができるので、これを移動させるための駆動機構のスペース確保が容易になり、光
学系やアクチュエータの設計上の自由度が高くなる。又、光源から出射された光束に関し
て、受光部に到達するまで、その経路や位相波面に影響を与えることがない。このため、
同アクチュエータを駆動したことにより、光ディスクへの光束の結像性能に変化を与えた
り、光学系内の光学素子に設けられた開口や有効領域により、通過する光束がケラレると
いう不具合を抑制できる。
【００６４】
　以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定
して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本実施の形態の光ピックアップ装置の構成を概略的に示す上面図である。
【図２】図１の構成を矢印II方向に見た図である。
【図３】複数の発光部と、アクチュエータとを一体的に収納した光源ユニットＬＤＵの斜
視図である。
【図４】複数の圧電セラミックスＰＥを積み重ねてその間に電極Ｃを並列接続した構造の
積層型圧電アクチュエータＰＺを示す斜視図である。
【図５】圧電アクチュエータＰＺに印加される電圧パルスの波形を示す図である。
【図６】本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。
【図７】本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。
【図８】図８（ａ）～（ｄ）は、光検出器の受光面ＲＰに対する入射光束Ｌの相対位置を
示す図である。図８（ｅ）～（ｉ）は、それに対応して光検出器から出力される信号を処
理して得られる波形を示す図である。
【図９】本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。
【図１０】本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。
【図１１】本実施の形態にかかる光源ユニットの変形例を示す概略構成図である。
【図１２】第２の実施の形態にかかる光検出器の駆動装置を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
【００６６】
ＡＣ、ＡＣ１，ＡＣ２ アクチュエータ
ＡＣＴ 対物レンズアクチュエータ機構
Ｂ ベース
ＢＳ ビーム整形素子
ＢＳＤ ホルダ
Ｃ ケース
ＣＯＬ コリメータ
ＣＰＬ カップリングレンズ
ＣＤＵ 光源ユニット
Ｄ１ 回折素子
Ｄ２ 回折素子
ＤＢＳ ダイクロイックビームスプリッタ
ＤＣ 駆動回路
ＤＤ ホルダ
ＤＳ 駆動軸
Ｅ 電極
ＧＳ ガイド軸
Ｈ ハーネス
ＨＤ 発光部ホルダ
ＨＤｂ 連結部
ＬＤ、ＬＤ１～ＬＤ３ 半導体レーザ
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ＬＤＵ 光源ユニット
ＬＰＭ レーザパワーモニタ
Ｍ ミラー
Ｍ 小ミラー
ＭＤ ホルダ
ＭＬ モニタレンズ
ＯＢＪ 対物レンズ
ＰＢＳ 偏光ビームスプリッタ
ＰＤ 光検出器
ＰＺ 圧電アクチュエータ
ＲＰ 受光面
ＳＤ 回折格子
ＳＬ センサレンズ
ＳＭ 小ミラー
Ｗ１，Ｗ２ 支持部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(18) JP 2009-170091 A 2009.7.30

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月11日(2009.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源ユニットと、前記光源ユニットからの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光
する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、前記光源から出射された光束を、前記集光
光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって情報の記録及
び／又は再生を行うようになっている光ピックアップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束の軸線の向きを変更す
る光軸変更素子と、前記光軸変更素子を移動させるアクチュエータとを一体的に組み込ん
でいることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記光軸変更素子はミラーであり、前記アクチュエータは前記ミラーを回転駆動するこ
とを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記光軸変更素子は回折格子であり、前記アクチュエータは前記回折格子を光軸に交差
する方向に駆動することを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは、前
記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づいて、
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前記光軸変更素子を駆動することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の光ピッ
クアップ装置。
【請求項５】
　前記アクチュエータは、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固定され
た駆動部材と、前記駆動部材上に移動可能に保持された可動部材と、前記電気機械変換素
子に電圧を印加する駆動回路とから構成され、前記駆動回路から印加された電圧に応じて
前記電気機械変換素子を伸縮させることで、前記駆動部材と前記可動部材を相対移動させ
るようになっていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の光ピックアップ
装置。
【請求項６】
　請求項１～５に記載の光ピックアップ装置に用いることを特徴とする光源ユニット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１に記載の光ピックアップ装置は、光源ユニットと、前記光源ユニットからの光
束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズを含む集光光学系と、を有し、
前記光源から出射された光束を、前記集光光学系を介して前記光情報記録媒体の情報記録
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面に集光させることによって情報の記録及び／又は再生を行うようになっている光ピック
アップ装置であって、
　前記光源ユニットは、発光部と、前記発光部から出射された光束の軸線の向きを変更す
る光軸変更素子と、前記光軸変更素子を移動させるアクチュエータとを一体的に組み込ん
でいることを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　アクチュエータによって発光部自体を移動させることもできる。しかしながら、発光部
には電力供給用の配線が接続されており、信頼性等に鑑みて、必ずしも光源を移動させる
ことが適切でない場合もある。そこで、請求項１に記載の本発明の場合は、前記光源ユニ
ットに、プリズムやミラー、回折格子など光束の向きを変更した光軸変更素子を組み込ん
で、向きが変わった光束を前記光源ユニットから出射するようにしている。従って、本発
明によれば、前記光源ユニットから出射される光束において、光軸ずれが生じる場合、そ
れが発生しない位置へと、あらかじめ前記アクチュエータを用いて前記光軸変更素子を所
定量だけ移動させることで、いずれの前記発光部から出射された光束が、光情報記録媒体
の情報記録面に結像スポットを生じさせるときにも、アスやコマ収差を効果的に抑制する
ことができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項２に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記光軸変
更素子はミラーであり、前記アクチュエータは前記ミラーを回転駆動することを特徴とす
る。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項３に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記光軸変
更素子は回折格子であり、前記アクチュエータは前記回折格子を光軸に交差する方向に駆
動することを特徴とする。このような回折素子としては、例えば特開２００３－３２９９
６９に記載されているものを用いることができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項４に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至３のいずれかに記載の発明にお
いて、前記情報記録面からの反射光束を受光する光検出器を有し、前記アクチュエータは
、前記情報記録面からの反射光束に応じて前記光検出器から出力される情報信号に基づい
て、前記光軸変更素子を駆動することを特徴とするので、組立作業者やユーザーの手を煩
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わせることなく、フィードバック制御によって自動的に、前記アクチュエータを制御して
前記発光部を適切な位置へと移動させることができる。又、経年変化や環境変化によって
、前記発光部と前記集光光学系との光軸ずれが発生した場合でも、前記光検出器からの信
号に基づいて前記アクチュエータを用いて前記発光部を移動させ、それにより適切な情報
の記録及び／又は再生を行うことができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項５に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明にお
いて、前記アクチュエータは、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固定
された駆動部材と、前記駆動部材上に移動可能に保持された可動部材と、前記電気機械変
換素子に電圧を印加する駆動回路とから構成され、前記駆動回路から印加された電圧に応
じて前記電気機械変換素子を伸縮させることで、前記駆動部材と前記可動部材を相対移動
させるようになっていることを特徴とする。
　請求項６に記載の光源ユニットは、請求項１乃至５のいずれかに記載の光ピックアップ
装置に用いられることを特徴とする。
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